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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　告　　　　示　

京都府告示第216号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に
より、指定医療機関を次のとおり指定した。

　令和元年９月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

告　　　　　示

○生活保護法に基づく指定医療機関の指定 
 （地域福祉推進課）  441
○生活保護法に基づく指定医療機関の変更 
 （　　　〃　　　）  442
○生活保護法に基づく指定医療機関の廃止 
 （　　　〃　　　）   〃
○生活保護法に基づく指定医療機関の辞退 
 （　　　〃　　　）   〃
○生活保護法に基づく指定介護機関の指定 
 （　　　〃　　　）   〃
○生活保護法に基づく指定介護機関の変更 
 （　　　〃　　　）  443
○生活保護法に基づく指定介護機関の廃止 
 （　　　〃　　　）   〃
○生活保護法に基づく指定施術機関の指定 
 （　　　〃　　　）  444
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定医療機関の指定 （　　　〃　　　）   〃
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定医療機関の変更 （　　　〃　　　）   〃
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定医療機関の廃止 （　　　〃　　　）   〃

○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定医療機関の辞退 （地域福祉推進課）  445
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定介護機関の指定 （　　　〃　　　）   〃
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定介護機関の変更 （　　　〃　　　）   〃
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定介護機関の廃止 （　　　〃　　　）  446
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定施術機関の指定 （　　　〃　　　）   〃
○京都府府営住宅条例に基づく家賃の額を
定めた告示の一部改正 （住宅課）  447

公　　　　　告

○都市計画地区計画の決定に係る図書の写
しの縦覧 （都市計画課）   〃
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京都府告示第218号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により、次のとおり指定医療機関から廃止の届出が
あった。

　令和元年９月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第219号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第51条第１項の
規定により、次のとおり指定医療機関から辞退の届出が
あった。

　令和元年９月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第217号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により、次のとおり指定医療機関から変更の届出が
あった。

　令和元年９月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第220号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。

　令和元年９月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第221号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり
指定介護機関から変更の届出があった。

　令和元年９月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第222号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり
指定介護機関から廃止の届出があった。

　令和元年９月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第225号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関
から変更の届出があった。

　令和元年９月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第226号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関
から廃止の届出があった。

京都府告示第223号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の
規定により、指定施術機関を次のとおり指定した。

　令和元年９月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第224号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第49条の規定により、指定医療機関を次のとおり指
定した。

　令和元年９月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第227号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第51条第１項の規定により、次のとおり指定医療機
関から辞退の届出があった。

　令和元年９月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　令和元年９月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第228号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条
の２第１項の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。

　令和元年９月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第229号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条
の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指定介護機関から変更の届出があった。

　令和元年９月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第231号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第55条第１項の規定により、指定施術機関を次のと
おり指定した。

　令和元年９月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第230号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条
の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指定介護機関から廃止の届出があった。

　令和元年９月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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月額購読料 2,790円 447

京  都  府  公  報

京都府告示第232号

　京都府府営住宅条例（昭和42年京都府条例第10号）第
18条の２第１項に規定する家賃の額を定めた告示（平成
12年京都府告示第443号）の一部を次のように改正し、
令和元年10月１日から施行する。

　令和元年９月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　表砂田団地の項中「211、511号」を「511号」に改める。

　公　　　　告　

　向日市から京都都市計画地区計画（森本東部地区）の
決定に係る図書の写しの送付を受けたので、都市計画法
（昭和43年法律第100号）第20条第２項の規定により、
京都府建設交通部都市計画課において縦覧に供する。

　令和元年９月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　


